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一般財団法人広島市都市整備公社建設コンサルタント業務等競争 

入札取扱要綱に定める指名基準等の運用基準 

 

 

第１章 総則  

（趣旨）  

第１条 この運用基準は、一般財団法人広島市都市整備公社建設コンサルタント業務等

競争入札取扱要綱（以下「要綱」という。）第２６条第２項及び第３項に規定する通常

型指名競争入札に参加することができる者（以下「指名業者」という。）の選定につい

て、その理由を明らかにするとともに、統一的な運用を図るため、要綱第４５条の規

定に基づき、その具体的な取扱いについて定めるものとする。 

（定義）  

第２条 この運用基準において「業務担当課長」とは、一般財団法人広島市都市整備公

社職務権限規程第５条に規定する別表の共通職務権限に基づき業務委託の競争入札参

加者の決定（以下「指名」という。）を行う課（以下「業務担当課」という。）の課長

をいう。  

２ この運用基準において「契約担当課長」とは、建設コンサルタント業務等（要綱第

２条第１項にいう「建設コンサルタント業務等」をいう。以下同じ。）に係る契約を締

結する課の課長をいう。  

３ この運用基準において「選定委員会」とは、要綱第３７条第１項に規定する一般財 

団法人広島市都市整備公社建設コンサルタント業務等競争入札参加者選定等委員会を  

いう。  

（選定理由の明確化） 

第３条 要綱第２７条の規定に基づく指名業者を選定しようとするときは、通常型指名

競争入札指名業者選定理由書（以下「選定理由書」という。）により、選定理由を明

らかにして行うものとする。  

２ 前項に規定する選定理由は、指名業者として選定するために必要な条件（以下「選

定条件」という。）を設定することにより指名業者を特定する方法によるものとする。 

（選定条件等の設定原則）  

第４条 前条に規定する選定条件は、要綱第２８条に規定する指名基準に基づき、当該

業務の技術的特性、地理的特性等により、適正な履行及び公正な競争を確保する観点

から、公正かつ適正に設定しなければならない。  

 

第５条 削除  

 

第２章 選定理由書 

（選定理由書の作成） 

第６条 業務担当課長は、指名業者を選定しようとするときは選定理由書を作成しなけ

ればならない。  

２ 業務担当課長は選定理由書の作成に当たっては、業者情報（広島市建設コンサルタ

ント業務等競争入札取扱要綱に定める指名基準等の運用基準第５条第１項にいう業者
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情報をいう。以下同じ。）を基に、設定した選定理由によって指名業者となること及び

指名業者とならないことが確認できる資料（以下「基礎資料」という。）を併せて作成

するものとする。 

３ 選定理由書の選定条件に該当するか否かの判定日は、情報更新日（広島市建設コン

サルタント業務等競争入札取扱要綱に定める指名基準等の運用基準第５条第２項に

いう情報更新日をいう。以下同じ。）現在の業者情報によるものとし、選定理由書の

整理日として情報更新日を記載するものとする。ただし、指名停止措置等の重要な事

項にあっては、整理日にかかわらず該当するか否かの判定を行うものとする。  

４ 契約担当課長は、選定理由書の整理日の翌日から起算して１か月以内に指名通知を

行うものとする。 

（業者選定選考依頼書及び業者選定調書への添付）  

第７条 業務担当課長は指名業者を選定したときは、契約事務システムにより業者選定

選考依頼書及び業者選定調書を作成し、前条第１項及び第２項の規定により作成した

選定理由書及び基礎資料を添付して選定委員会の審議（選定委員会の審議に付する必

要がないものを除く。）及び選考の決裁並びに選定の決裁に付するものとする。  

（選定理由書の方式） 

第８条 第３条第２項に規定する指名業者を特定する方法は、次の各号に掲げる方式に

よるものとする。 

⑴ 絞込み方式 

全有資格者の中から要綱の規定等により選定することが適切でない者を除外する

ための条件（以下「共通選定条件」という。）を設定して、順次、対象有資格者を絞

り込む方式をいう。 

⑵ 選択方式 

前号の方式によって絞り込んだ有資格者の中から要綱第２８条に規定する指名基

準に留意した適切な有資格者をごく少数特定するための条件（以下「個別選定条件」

という。）を設定して指名業者を選定する方式をいう。  

２ 選定理由書の作成に当たっては、前項の規定による共通選定条件及び個別選定条件

を設定しなければならない。ただし、共通選定条件のみで指名業者の選定が可能であ

るときは、個別選定条件を設定しないことができる。  

 

第３章 共通選定条件 

（共通選定条件の設定基準）  

第９条 共通選定条件は、要綱第４条、第２７条、第２８条及び第２９条の規定を踏ま

え、次の各号のとおり設定するものとする。 

⑴ 要綱第４条、第２７条関係 

指 名 基 準 等 選  定  条  件 

１ 競争入札参加資格者  ○○業務の△△部門で認定されている者 

注）「○○」は、発注する業務に対応した業務の種類（要綱第２条第１項に規定する

業務をいう。）をいい、「△△」は要綱別表第１に定める部門の種類をいう。  

⑵ 要綱第２８条関係 

指 名 基 準 等 選  定  条  件 
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２  広島市の市税並びに

消費税及び地方消費税

の滞納状況 

 広島市税並びに消費税及び地方消費税について滞

納がない旨の納税証明書（証明年月日が指名通知日

から３か月前の日以降のものに限る。）を提出するこ

とができない者でない 

３  不正又は不誠実な行

為等の有無  

① 指名停止期間中の者でない  

② 営業停止期間中の者でない  

③ その他一般財団法人広島市都市整備公社建設コ

ンサルタント業務等競争入札取扱要綱（以下「要

綱」という。）第２８条第２号に該当する者でない  

４ 経営状況  ① 不渡りや当座取引停止等の事実があり、経営状

況が健全でない者でない  

② 会社更生法又は民事再生法に基づく更生手続又

は再生手続の申立てを行った者については、競争

入札参加資格の再認定を受けているもの 

５  手持ち業務及び技術

者の状況  

当該業務に配置できる管理技術者（又は照査技術

者）がいないことが明らかな者でない  

６  当該業務に対する技

術的適性  

① 過去３年間において広島市又は本公社の同種業

務の指名を受けるなど履行能力があると認められ

る者  

② おおむね過去１年間の同程度の条件下における

同種業務において円滑かつ適切な履行が行われな

かったなど、本件業務の技術的適性が低いと認め

られる者でない  

７ 安全管理の状況 安全管理の改善に関して受注者として不適当と認

められるなど、要綱第２８条第７号に該当する者で

ない  

 

   第４章 個別選定条件  

（個別選定条件の設定基準）  

第１０条 共通選定条件に該当する有資格者が要綱第３０条に規定する指名業者数の下

限を超える場合は、個別選定条件を設定して必要数の指名業者を選定することができ

る。  

２ 個別選定条件の設定に当たっては、要綱第２８条に規定する指名基準に留意し、発

注する業務の技術的特性、地理的特性等により、地理的条件、手持ち業務及び技術者

の状況等から、適正な履行とコスト縮減が図れる者による適正な競争が促進されるよ

うに努めるものとする。  

第１１条 個別選定条件は、要綱第２８条の規定を踏まえ、次の各号の例により設定す

るものとする。  

⑴ 第４号関係  

指 名 基 準 等 選  定  条  件 

１  当該業務に対する地

理的条件（一般） 

事例１ 広島市の区域内に営業所（支店等にあって

は、常時委託契約を締結するものに限る。）を有し

ている者  

事例２ 広島市の区域内に主たる営業所（要綱第２

条第４項に規定する主たる営業所をいう。）を有し

ている者  
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２  当該業務に対する地

理的条件（個別） 

事例３ 履行場所から○キロメートル以内に営業所

（支店等にあっては、常時委託契約を締結するも

のに限る。）を有している者  

事例４ ○○町（又は○○地区）に営業所（支店等

にあっては、常時委託契約を締結するものに限

る。）を有している者 

注１）事例１にあっては、主たる営業所の所在地を問わないものとする。  

注２）事例２にあっては、広島市の区域内に主たる営業所を置く履行能力を有する

有資格者が多数いる場合であって、業務の規模等から要綱第２９条第２号の規

定を適用することが適切である場合に限る。 

⑵ 第５号関係  

指 名 基 準 等 選  定  条  件 

３ 手持ち業務の状況 事例５ 本公社発注業務の手持ち業務が○件（○○

○万円）以下である者 

４ 技術者の状況 事例６ ○○○○の資格を有する技術者を（○名以

上）有している者 

⑶ 第６号関係  

指 名 基 準 等 選  定  条  件 

５ 履行実績の状況 事例７ 過去○年間に○○業務の履行実績を（○件

（○○○万円）以上）有している者  

６  平均完成業務実績高

の状況  

事例８ 平均完成業務実績高が○○○万円以上であ

る者  

注）平均完成業務実績高は、広島市の競争入札参加資格審査申請時のものとする。  

２ 前項各号に掲げる選定条件は、組み合わせて一つの選定条件とすることができる。  

（その他の個別選定条件設定基準）  

第１２条 前条の規定による個別選定条件のほか、必要に応じておおむね次に掲げる選

定条件に準じるものを設定できるものとする。  

指 名 基 準 等 選  定  条  件 

１  国土交通省の登録規

程による登録の状況 

事例９ 建設コンサルタント登録規程（昭和５２年

建設省告示第７１７号）の○○部門に登録されて

いる者  

事例１０ 地質調査業者登録規程（昭和５２年建設

省告示第７１８号）の○○部門に登録されている

者  

事例１１ 補償コンサルタント登録規程（昭和５９

年建設省告示１３４１号）の○○部門に登録され

ている者  

２ 指名回数の状況 事例１２  

① 今年度の指名回数が○回以下である者（今年度

に指名停止、未認定等の期間がある者を除く。）  

② 今年度に指名停止、未認定等の期間がある者に

あっては、当該期間の仮想指名回数を考慮するな

ど総合的な調整を行った結果、前記条件に準じる

と認める者  

３ 他業務指名との調整  事例１３ ○○○業務で指名した（する）者でない  
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４ 過去の履行実績等 事例１４ 過去に当該業務の関連業務を履行してい

ることから本件業務の対象施設全体を熟知してお

り、業務の円滑な履行が期待できると認められる

者  

事例１５ ○○業務を専門としており、本件業務の

円滑な履行が期待できると認められる者 

５ 系列会社等との調整  事例１６ 会社の代表権を有する者が同じ者である

有資格者にあっては、○○○○である者 

事例１７ 役員が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係に

ある会社にあっては、○○○○である者 

６ 障害者雇用の状況 事例１８ 障害者雇用推進事業者として広島市に認

定されている者  

注）事例１２にあっては、当該年度における業務の発注件数が少ないため、指名回

数による選定条件では優劣が生じないとき、前年度の指名回数によることができ

る。  

２ 前項に掲げる選定条件は、組み合わせて一つの選定条件とすることができる。  

 

附 則  

この運用基準は、平成２０年７月１１日から施行する。  

附 則  

この運用基準は、平成２２年１２月１日から施行する。  

附 則  

この運用基準は、平成２４年４月１日から施行する。  

附 則  

この運用基準は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則  

この運用基準は、平成２６年９月１日から施行する。  

 


